
 

令和２年度さぬき市教育委員会第４回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和２年７月２８日（火） 

開 会  午後 １時３０分 

閉 会  午後 ２時３５分 

２ 場  所 寒川第２庁舎会議室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 安藤 正倫 

委員 德田 二三男 

得丸 慶子 

廣瀬 強 

多田 俊 

欠席委員 西尾 由香 

事務局 教育部長 中野 敏記 

教育総務課長 谷  訓昌 

学校教育課長 冨田 克美 

生涯学習課長 細川 史朗 

幼保こども園課長 多田 千稔 

人権推進課長 山田 謙二 

学校教育課主任指導主事 江原 句味子 

教育総務課課長補佐 高西 恵（会議録作成者） 

その他説明等のため出席した者 なし 

４ 会議に付した議案及び審議結果 

日 程 議案番号 件  名 審議結果 
公開 

状況 

日程第１  会期の決定について ― 公開 

日程第２  会議録署名委員の指名について ― 公開 

日程第３  
令和２年度さぬき市教育委員会第３回定例会

会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  教育長の報告 ― 公開 

日程第５ 報告第 20 号 

市長の専決処分による教育関係予算の意見につい

いて（令和２年度さぬき市一般会計補正予算（第

７号）） 

原案承認 公開 

日程第６ 議案第 10 号 
さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する

規則の一部改正について 
原案可決 公開 

日程第７ 議案第 11 号 
令和３年度使用中学校教科用図書の採択につ

いて 
継続審議 非公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、德田 二三男 

６ 特記事項 なし 

７ 会議内容 

開 会 



 

教育総務課長 それでは、ただ今から、令和２年度さぬき市教育委員会第４回定例会を開会

します。開会に当たり、得丸委員に御挨拶をお願いします。 

委員 （挨拶） 

教育総務課長 それでは、以後の議事進行を教育長にお願いします。 

教育長 それでは、開会します。 

傍聴申請について、教育総務課長から報告してください。 

教育総務課長 傍聴申請はありません。 

教育長 ここで、議案第１１号「令和３年度使用中学校教科用図書の採択について」

は、教科用図書の採択に関する意思形成過程に係る事件であることから、非公

開とすべきと思います。 

お諮りします。 

議案第１１号の審議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１４条第７項の規定により、非公開としたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、議案第１１号の審議は、非公開で行います。 

それでは、本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりです。 

この議事日程について、御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、議事日程については、お手元の議事日程表の

とおりとします。 

 

日程第１ 会期の決定について 

教育長 日程第１「会期の決定について」に入ります。 

本会議の会期は、本日１日限りとしたいと存じますが、これに御異議ありま

せんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本会議の会期は、本日１日限りとします。 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

教育長 日程第２「会議録署名委員の指名について」に移ります。 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第３項の規定に基づき、本会の会議録署

名委員に德田委員を指名します。 

 

日程第３ 令和２年度さぬき市教育委員会第３回定例会会議録の承認について 

教育長 日程第３「令和２年度さぬき市教育委員会第３回定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。会議録について、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 ただ今の説明について、御質問等がありましたら発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとお



 

り承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４ 教育長の報告 

教育長 日程第４「教育長の報告」に移ります。教育長の報告について、事務局から

読み上げてください。 

教育部長 報告事項１ 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（教育施設の整備等に係る契約について報告した。） 

報告事項２ 会計年度任用職員の採用について 

（前回報告後の会計年度任用職員の採用について報告した。） 

報告事項３ 教育委員会業務報告 

（前回報告後の教育委員会主要業務について報告した。） 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理について報告した。） 

教育長 ただ今の報告について御質問等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 ９ページの検温カメラ等購入業務について、サーマルカメラは１台いくらぐ

らいしますか。 

学校教育課長 サーマルカメラ、モニター、パソコン及びこれを設置するラック費用で１台

当たり約５１万円、サーマルハンディカメラの場合は、１台１１万円程度です。 

委員 さぬき南中の雨漏り修繕工事について、壁のすき間を伝って入ってくるよう

な状況なのですか。丸屋根で雨漏りはないと思っていたのですが。 

学校教育課長 管理棟、特別教室棟と教室棟をつなぐ部分についてはコーキングの経年劣化

によるもので、体育館はサッシ部分から入ってきます。北面に川があり、想定

以上に風当たりが強い状況です。 

委員 １６日に江戸健氏絵画寄贈とありますが、どういった方ですか。 

生涯学習課長 丸亀市出身で猪熊弦一郎氏の下で研さんを積まれた方で、主に抽象画を描か

れ、今回６０点ほどの御寄附をいただきました。 

委員 ２０日のさぬき市歴史美術館検討委員会の内容について教えてください。 

生涯学習課長 ３億円を正式に御寄附いただいたことの報告と、現時点における作品の収集

状況、今後のスケジュール、建物にどのような機能を持たせるかについて協議

を行いました。 

委員 細川林谷だけではなく、江戸期の有名な画家の作品も寄贈の意向があり、気

温や湿度をきちんと管理できる収蔵庫を作ってほしいと希望されているようで

すが、そのことについての話合いはありましたか。 

生涯学習課長 機能的な収蔵庫を少し広めにとって、気温や湿度を管理できるよう、基本設

計の中に入れていく方向で協議しました。 

委員 建設地は決まったのですか。 

生涯学習課長 検討中です。 

委員 名称は決まったのですか。 



 

生涯学習課長 まだ仮称のままです。 

委員 ２日の在日本大韓民国民団香川県地方本部要望とはどのようなことでした

か。 

学校教育課長 中学校教科用図書の採択について、偏った歴史教育がなされることのないよ

うにといった要望がありました。 

委員 プール監視員の採用に関して、Ｂ＆Ｇ水泳プールは通常どおりの運営ですか。 

生涯学習課長 時間を短縮して営業しており、夜間の営業を中止しています。 

プール監視員については、１４名募集のうち前回までに９名、今回２名の採

用となっています。期間を短縮しているので、今の人員で可能です。 

教育長 ほかにありませんか。 

御質問等がないようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 報告第２０号 市長の専決処分による教育関係予算の意見について（令和２年度さぬ 

き市一般会計補正予算（第７号）） 

教育長 日程第５、報告第２０号「市長の専決処分による教育関係予算の意見につい

て（令和２年度さぬき市一般会計補正予算（第７号））」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 ドーム型ＡＩサーマルカメラとはどういうものですか。 

教育部長 （カタログで説明） 

委員 空間除菌脱臭機５台は、音楽ホールの中に置くのですか。 

生涯学習課長 音楽ホールの中ではなく、窓が少ないことから、研修室や会議室、控室に置

く予定です。 

委員 幼稚園のサーマルカメラは、幼稚園６園だけで、津田こども園には導入しな

いのですか。 

幼保こども園

課長 

ここには教育費のみを掲載していますが、こども園や保育所については、同

じように民生費で計上しています。私立幼稚園、私立こども園も含め全部で 

１８施設に導入します。 

教育長 他に御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案の

とおり承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第６ 議案第１０号 さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正について 

教育長 日程第６、議案第１０号「さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則

の一部改正について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

幼保こども園

課長 

（議案の説明） 



 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 ３歳児の預かり保育を是非お願いしたいと申し上げていたので、非常にあり

がたいです。 

昨年に、３歳児の預かり保育を始めると、人的な経費に加え、施設的にも費

用がかかると説明を受けましたが、これらに必要な経費について来年度の予算

要求をお願いしたいと思います。 

幼保こども園

課長 

園長会で来年度からの運営についての詳細を検討しているところであり、

カーテンなど必要な備品等については、当初予算に計上していく予定です。 

１０月初旬から受付を始めますので、その時には保護者に詳細な説明ができ

るように対応します。 

教育長 他に御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。補足説明がある場合は、担当課から説明して

ください。 

（１） さぬき市教育事務の点検及び評価報告書（素案）について 

教育総務課長 さぬき市教育事務の点検及び評価報告書（素案）について補足説明をした。 

委員  全体的にはよくできていると思いますが、様式が統一されていないのではな 

いかと思います。 

 例えば、18 ページの指標等の目標欄に活用率の数値目標がありません。目標 

が活用率 100％で実績が活用率 100％なら、評価はＡになると思います。数値目 

標は設定しづらい面もあるとは思いますが。 

 また、41 ページには、指標等の欄がないので、例えば毎日朝食を食べる割合 

を指標にして、目標値を 100％と設定してはどうでしょうか。 

 44 ページでは、指標等の目標値 100％に対し、実績も 100％ですが、評価がＢ 

になっています。 

 33 ページでは、実績値が目標値の 1.5 倍多いにもかかわらず評価がＡとなっ 

ています。いろいろ施策を講じていることからＡとしているのかもしれません 

が、評価については 8割以上達成でＡとされています。 

このように、評価が指標等の数値と合っていないところがあるので、もう一 

度検討していただけたらと思います。 

教育総務課長  基本的には、「さぬき市教育振興基本計画」の進捗をみていくことになってお 

り、指標については、基本計画に掲載されたものをそのまま計上しています。 

 数値目標が掲げられていなくて実績だけを掲げているものに関しては、経年 

で指標の推移を見ていき、施策の進捗状況を評価する一つの判断材料とする意 

味合いがあるものと思います。 

 また、18 ページで「ふるさと教育推進事業の活用率」が目標に掲げられてい 



 

ますが、指標の名称を掲げていて目標値を掲げたものではないので、委員さん 

が言われるように、分けて書くのであれば、指標の欄を外に出して、目標値の 

ところは目標数値がないのでバーにするとか、そういった形で全体を統一する 

方法もあるかと思います。「教育振興基本計画」をベースに置いているという点 

は御了解いただき、表現の仕方については検討したいと思います。 

委員  統一基準があれば結構です。 

教育総務課長  評価については、いろいろ取組をしても数値として表れてこない部分もあり、 

施策の取組の中で全体的に評価していったん担当課で自己評価をした評価値を 

載せていますが、御意見をいただいたので、明日の評価委員会の意見も踏まえ 

て、再度見直したいと思います。 

委員  15・16 年前から教育も数値化するように言われるようになり、大変とは思い 

ますが、よろしくお願いします。 

（２） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

（３） 区域外就学等について 

（４） 令和２年度第１回さぬき市公民館運営審議会の会議結果について 

生涯学習課長 令和２年度第１回さぬき市公民館運営審議会の会議結果について補足説明を

した。 

委員 感想ですが、割と厳しい意見が出ているように感じました。例えば、使用料

の問題については、10 年以上経っていますが、見直しに時間がかかったのはど

こに責任があるのかといった意見など、教育委員会でも過去に何度か出されま

したので、私たちにも責任があるのかなと感じるところがありました。今回市

全体で見直すことが決まりよかったと思います。 

生涯学習課長  今月末までパブリックコメントを実施しており、意見が出されたら再度検討

し、今年度中に条例等の改正を行い、来年度から実施できるような流れで進め

ていきたいと考えています。 

（５） 市立幼稚園及び認定こども園秋季運動会の予定について 

幼保こども園

課長 

市立幼稚園及び認定こども園秋季運動会の予定について補足説明をした。 

 

教育長 それでは、非公開審議に移ります。 

 

日程第７ 議案第１１号 令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

 ・・・（非公開議案の審議）・・・ 

審議の結果、継続審議とし、このための臨時会を別に開催することとした。 

 

教育長 では、非公開を解きます。 

  

○ 次回教育委員会定例会等の日程について 

 臨時会を令和２年８月４日（火）午後５時開会で、 



 

 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第２項の規定に基づき、署名します。 

 

令和２年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 

定例会を令和２年８月２５日（火）午後１時３０分開会で決定した。 

 

閉  会 

教育長 以上で令和２年度さぬき市教育委員会第４回定例会を終わります。 


